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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　適応伝送方法であって、
　端末の第１のアップリンク伝送レート及び第２のアップリンク伝送レートを取得する段
階であって、前記第１のアップリンク伝送レートは利用可能なアップリンク伝送レートで
あり、前記第２のアップリンク伝送レートは、サービスのダウンリンクデータパケットが
伝送されるダウンリンク伝送レートのサポートに必要とされるアップリンク伝送レートで
ある、取得する段階と、
　前記第１のアップリンク伝送レートが前記第２のアップリンク伝送レートより小さい場
合、適応伝送ポリシを決定する段階であって、前記適応伝送ポリシが、前記端末に、単位
期間において送信されるアップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減するように
命令するために用いられることで、前記サービスのアップリンク肯定応答データパケット
が前記第１のアップリンク伝送レート以下のレートで伝送されている場合、前記サービス
の前記ダウンリンクデータパケットが、前記ダウンリンク伝送レート以上のレートで伝送
され得る、決定する段階と、
　前記適応伝送ポリシに従って、ピアエンドにデータを伝送する段階とを備える、方法。
【請求項２】
　適応伝送ポリシを決定する前記段階は、
　前記アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフォーマットを
決定する段階であって、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおける前記アップ
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リンク肯定応答データパケットのサイズは、初期データパケットフォーマットにおけるア
ップリンク肯定応答データパケットのサイズより小さく、前記ターゲットデータパケット
フォーマットが決定される時点は第１の時点であり、前記初期データパケットフォーマッ
トは、前記アップリンク肯定応答データパケットが前記第１の時点で送信される必要があ
る場合に用いられるデータパケットフォーマットである、決定する段階、及び／又は
　前記アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を決定する段階であって、前記送
信機会は、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信された後、前記アップリンク肯定応
答データパケットを返すことであり、ＭはＮより大きい整数であり、前記送信機会が決定
される時点は第２の時点であり、Ｎは、前記アップリンク肯定応答データパケットが前記
第２の時点で送信する必要がある場合に受信されるダウンリンクデータパケットの数であ
る、決定する段階、及び／又は、
　ネットワーク側デバイスが、ダウンリンクデータ伝送に対する前方誤り訂正（ＦＥＣ）
メカニズムを有効にしていない場合、第１の命令情報を生成するか、又は前記ダウンリン
クデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第１のサイズを計算する段階であって、前記
第１の命令情報は、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効に
するように命令するために用いられ、前記ネットワーク側デバイスが前記ダウンリンクデ
ータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にした場合、前記ダウンリンクデータ伝送
に対する前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを計算し、前記第２のサイズは、前記Ｆ
ＥＣ　ｇｒｏｕｐの元のサイズより小さく、前記元のサイズは、前記ネットワーク側デバ
イスにより有効にされた前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムに用
いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、生成又は計算する段階を有する、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフォーマットを
決定する前記方法は、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算する段階と、
　前記差に対応する前記ターゲットデータパケットフォーマットを取得する段階であって
、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケ
ットが大きいほど、差が小さくなる、取得する段階とを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を決定する前記段階は、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算する段階と、
　前記差に対応するＭの値を取得する段階であって、Ｍの値が大きいほど差が大きくなる
、取得する段階とを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを計算す
る前記段階は、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算する段階と、
　前記差に対応する前記第２のサイズを取得する段階であって、前記第２のサイズの値が
大きいほど、前記第２のサイズに対応する差が小さくなる、取得する段階とを含む、請求
項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は前記端末に適用され、前記適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータを伝
送する前記段階は、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマットを有する場合、前記ターゲットデータパケットフォーマットに
基づいて、前記ネットワーク側デバイスに前記アップリンク肯定応答データパケットを送
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信する段階、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記送信機会を有
する場合、前記送信機会に基づいて、前記ネットワーク側デバイスに前記アップリンク肯
定応答データパケットを送信する段階、
　前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、前記ネットワーク側デバイス
に前記第１の命令情報を送信する段階であって、前記第１の命令情報は、前記ダウンリン
クデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用いられ
る、送信する段階、
　前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前記ネットワーク側デバイスに
前記第１のサイズを送信する段階であって、前記第１のサイズを受信した後、前記ネット
ワーク側デバイスは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効
にし、前記第１のサイズに基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信し、
前記第１のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒ
ｏｕｐのサイズである、送信する段階、又は
　前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前記ネットワーク側デバイスに
前記第２のサイズを送信する段階であって、前記第２のサイズを受信した後、前記ネット
ワーク側デバイスは、前記第２のサイズに基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケ
ットを送信し、前記第２のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成され
たＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、送信する段階を含む、請求項２から５のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は前記ネットワーク側デバイスに適用され、前記適応伝送ポリシに従ってピア
エンドにデータを伝送する前記段階は、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマット、及び／又は前記アップリンク肯定応答データパケットの前記
送信機会を有する場合、前記端末に前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又
は前記送信機会を送信し、前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又は前記送
信機会に基づいて前記端末により送信される前記アップリンク肯定応答データパケットを
受信する段階、
　前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、前記ダウンリンクデータ伝送
に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にする段階であって、前記第１の命令情報は、前記
ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するため
に用いられる、有効にする段階、
　前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前記ダウンリンクデータ伝送に
対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にし、前記第１のサイズに基づいて、前記端末にダウ
ンリンクデータパケットを送信する段階であって、前記第１のサイズは、前記ダウンリン
クデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、送信する段階
、又は
　前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前記第２のサイズに基づいて、
前記端末にダウンリンクデータパケットを送信する段階であって、前記第２のサイズは、
前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである
、送信する段階を含む、請求項２から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　端末の第１のアップリンク伝送レートを取得する前記段階は、
　前記方法が前記端末に適用される場合、アップリンクレート計算パラメータを取得する
段階と、前記アップリンクレート計算パラメータに基づいて前記第１のアップリンク伝送
レートを決定する段階とを含む、又は
　前記方法がネットワーク側デバイスに適用される場合、前記端末により送信される前記
第１のアップリンク伝送レートを受信する段階を含む、請求項１から７のいずれか一項に
記載の方法。
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【請求項９】
　端末の第２のアップリンク伝送レートを取得する前記段階は、
　前記ダウンリンク伝送レートを取得する段階と、
　前記ダウンリンク伝送レートに基づいて前記第２のアップリンク伝送レートを計算する
段階とを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は前記端末に適用され、前記ダウンリンク伝送レートを取得する前記段階は、
　ネットワーク側デバイスにより送信される前記ダウンリンク伝送レートを受信する段階
、又は
　前記ネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリンクレート計算パラメータを受
信し、前記ダウンリンクレート計算パラメータに基づいて、前記ダウンリンク伝送レート
を計算する段階を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　プロセッサを備える適応伝送装置であって、
　前記プロセッサは、端末の第１のアップリンク伝送レート及び第２のアップリンク伝送
レートを取得するように構成されており、前記第１のアップリンク伝送レートは利用可能
なアップリンク伝送レートであり、前記第２のアップリンク伝送レートは、サービスのダ
ウンリンクデータパケットが伝送されるダウンリンク伝送レートをサポートするために必
要とされるアップリンク伝送レートであり、
　前記プロセッサはさらに、前記第１のアップリンク伝送レートが前記第２のアップリン
ク伝送レートより小さい場合に、適応伝送ポリシを決定するように構成されており、前記
適応伝送ポリシが、単位期間に送信されるアップリンク肯定応答データパケットのサイズ
を低減させるように前記端末に命令するために用いられることで、前記サービスのアップ
リンク肯定応答データパケットが前記第１のアップリンク伝送レート以下のレートで伝送
される場合、前記サービスの前記ダウンリンクデータパケットは、前記ダウンリンク伝送
レート以上のレートで伝送され得て、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータを伝送する
ように構成されている、装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサはさらに、
　前記アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフォーマットを
決定するように構成されており、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおける前
記アップリンク肯定応答データパケットのサイズは、初期データパケットフォーマットに
おけるアップリンク肯定応答データパケットのサイズより小さく、前記ターゲットデータ
パケットフォーマットが決定される時点は第１の時点であり、前記初期データパケットフ
ォーマットは、前記アップリンク肯定応答データパケットが前記第１の時点で送信される
必要がある場合に用いられるデータパケットフォーマットであり、及び／又は
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を決定
するように構成されており、前記送信機会は、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信
された後、前記アップリンク肯定応答データパケットを返すことであり、ＭはＮより大き
い整数であり、前記送信機会が決定される時点は第２の時点であり、Ｎは、前記アップリ
ンク肯定応答データパケットが前記第２の時点で送信される必要がある場合に受信される
ダウンリンクデータパケットの数であり、及び／又は、
　前記プロセッサはさらに、ネットワーク側デバイスが、ダウンリンクデータ伝送に対す
る前方誤り訂正（ＦＥＣ）メカニズムを有効にしていない場合、前記ダウンリンクデータ
伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用いられる第１の
命令情報を生成するか、又は前記ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの
第１のサイズを計算するように構成されており、前記ネットワーク側デバイスが前記ダウ
ンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にした場合、前記ダウンリンク
データ伝送に対する前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを計算するように構成されて



(5) JP 6805365 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

おり、前記第２のサイズは、前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの元のサイズより小さく、前記元の
サイズは、前記ネットワーク側デバイスにより有効にされた前記ダウンリンクデータ伝送
に対する前記ＦＥＣメカニズムに用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、請求項
１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応する前記ターゲットデータパケットフォーマットを取得するように構成さ
れており、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答デ
ータパケットが大きいほど、差が小さくなる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応するＭの値を取得するように構成されており、Ｍの値が大きいほど差が大
きくなる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応する前記第２のサイズを取得するように構成されており、前記第２のサイ
ズの値が大きいほど、前記第２のサイズに対応する差が小さくなる、請求項１２に記載の
装置。
【請求項１６】
　前記装置は前記端末に適用され、前記プロセッサはさらに、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマットを有する場合、前記ターゲットデータパケットフォーマットに
基づいて、前記ネットワーク側デバイスに前記アップリンク肯定応答データパケットを送
信するように構成されているか、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパ
ケットの前記送信機会を有する場合、前記送信機会に基づいて、前記ネットワーク側デバ
イスに前記アップリンク肯定応答データパケットを送信するように構成されているか、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、前
記ネットワーク側デバイスに前記第１の命令情報を送信するように構成されており、前記
第１の命令情報は、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効に
するように命令するために用いられるか、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前記
ネットワーク側デバイスに前記第１のサイズを送信するように構成されており、前記第１
のサイズを受信した後、前記ネットワーク側デバイスは、前記ダウンリンクデータ伝送に
対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にし、前記第１のサイズに基づいて、前記端末にダウ
ンリンクデータパケットを送信し、前記第１のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に
対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズであるか、又は
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前記
ネットワーク側デバイスに前記第２のサイズを送信するように構成されており、前記第２
のサイズを受信した後、前記ネットワーク側デバイスは、前記第２のサイズに基づいて、
前記端末にダウンリンクデータパケットを送信し、前記第２のサイズは、前記ダウンリン
クデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、請求項１２か
ら１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
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　前記装置は前記ネットワーク側デバイスに適用され、前記プロセッサはさらに、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマット、及び／又は前記アップリンク肯定応答データパケットの前記
送信機会を有する場合、前記端末に前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又
は前記送信機会を送信し、前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又は前記送
信機会に基づいて前記端末により送信される前記アップリンク肯定応答データパケットを
受信するように構成されているか、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、前
記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように構成されて
おり、前記第１の命令情報は、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズ
ムを有効にするように命令するために用いられるか、
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前記
ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にし、前記第１のサイズに
基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信するように構成されており、前
記第１のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏ
ｕｐのサイズであるか、又は
　前記プロセッサはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前記
第２のサイズに基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信するように構成
されており、前記第２のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成された
ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、請求項１２から１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置が前記端末に適用される場合、前記プロセッサはさらに、アップリンクレート
計算パラメータを取得し、前記アップリンクレート計算パラメータに基づいて前記第１の
アップリンク伝送レートを決定するように構成されている、又は
　前記装置がネットワーク側デバイスに適用される場合、前記装置はさらに受信機を備え
、前記受信機は、前記端末により送信される前記第１のアップリンク伝送レートを受信す
るように構成されている、
　請求項１１から１７いずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサはさらに、
　前記ダウンリンク伝送レートを取得し、
　前記ダウンリンク伝送レートに基づいて前記第２のアップリンク伝送レートを計算する
ように構成されている、請求項１１から１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記装置は前記端末に適用され、前記装置はさらに受信機を備え、前記受信機は、
　ネットワーク側デバイスにより送信される前記ダウンリンク伝送レートを受信し、又は
　前記ネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリンクレート計算パラメータを受
信するように構成されており、前記ダウンリンクレート計算パラメータに基づいて、前記
ダウンリンク伝送レートを計算するように構成されている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　適応伝送装置であって、
　端末の第１のアップリンク伝送レート及び第２のアップリンク伝送レートを取得するよ
うに構成されている取得ユニットであって、前記第１のアップリンク伝送レートは利用可
能なアップリンク伝送レートであり、前記第２のアップリンク伝送レートは、サービスの
ダウンリンクデータパケットが伝送されるダウンリンク伝送レートをサポートするために
必要とされるアップリンク伝送レートである、取得ユニットと、
　前記第１のアップリンク伝送レートが前記第２のアップリンク伝送レートより小さい場
合に、適応伝送ポリシを決定するように構成されている決定ユニットであって、前記適応
伝送ポリシが、単位期間に送信されるアップリンク肯定応答データパケットのサイズを低
減させるように前記端末に命令するために用いられることで、前記サービスのアップリン
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ク肯定応答データパケットが前記第１のアップリンク伝送レート以下のレートで伝送され
る場合、前記サービスの前記ダウンリンクデータパケットは、前記ダウンリンク伝送レー
ト以上のレートで伝送され得る、決定ユニットと、
　前記決定ユニットによって決定された前記適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータ
を伝送するように構成されている伝送ユニットとを備える、装置。
【請求項２２】
　前記決定ユニットはさらに、
　前記アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフォーマットを
決定するように構成されており、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおける前
記アップリンク肯定応答データパケットのサイズは、初期データパケットフォーマットに
おけるアップリンク肯定応答データパケットのサイズより小さく、前記ターゲットデータ
パケットフォーマットが決定される時点は第１の時点であり、前記初期データパケットフ
ォーマットは、前記アップリンク肯定応答データパケットが前記第１の時点で送信される
必要がある場合に用いられるデータパケットフォーマットであり、及び／又は
　前記決定ユニットはさらに、前記アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を決
定するように構成されており、前記送信機会は、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受
信された後、前記アップリンク肯定応答データパケットを返すことであり、ＭはＮより大
きい整数であり、前記送信機会が決定される時点は第２の時点であり、Ｎは、前記アップ
リンク肯定応答データパケットが前記第２の時点で送信される必要がある場合に受信され
るダウンリンクデータパケットの数であり、及び／又は、
　前記決定ユニットはさらに、ネットワーク側デバイスが、ダウンリンクデータ伝送に対
する前方誤り訂正（ＦＥＣ）メカニズムを有効にしていない場合、前記ダウンリンクデー
タ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用いられる第１
の命令情報を生成するか、又は前記ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐ
の第１のサイズを計算するように構成されており、前記ネットワーク側デバイスが前記ダ
ウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にした場合、前記ダウンリン
クデータ伝送に対する前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを計算するように構成され
ており、前記第２のサイズは、前記ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの元のサイズより小さく、前記元
のサイズは、前記ネットワーク側デバイスにより有効にされた前記ダウンリンクデータ伝
送に対する前記ＦＥＣメカニズムに用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、生成
又は計算の方法を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記決定ユニットはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応する前記ターゲットデータパケットフォーマットを取得するように構成さ
れており、前記ターゲットデータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答デ
ータパケットが大きいほど、差が小さくなる、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記決定ユニットはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応するＭの値を取得するように構成されており、Ｍの値が大きいほど差が大
きくなる、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記決定ユニットはさらに、
　前記第２のアップリンク伝送レートと前記第１のアップリンク伝送レートとの間の差を
計算し、
　前記差に対応する前記第２のサイズを取得するように構成されており、前記第２のサイ
ズの値が大きいほど、前記第２のサイズに対応する差が小さくなる、請求項２２に記載の



(8) JP 6805365 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

装置。
【請求項２６】
　前記装置は前記端末に適用され、前記伝送ユニットはさらに、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマットを有する場合、前記ターゲットデータパケットフォーマットに
基づいて、前記ネットワーク側デバイスに前記アップリンク肯定応答データパケットを送
信するように構成されているか、
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データ
パケットの前記送信機会を有する場合、前記送信機会に基づいて、前記ネットワーク側デ
バイスに前記アップリンク肯定応答データパケットを送信するように構成されているか、
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、
前記ネットワーク側デバイスに前記第１の命令情報を送信するように構成されており、前
記第１の命令情報は、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効
にするように命令するために用いられているか、
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前
記ネットワーク側デバイスに前記第１のサイズを送信するように構成されており、前記第
１のサイズを受信した後、前記ネットワーク側デバイスは、前記ダウンリンクデータ伝送
に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にし、前記第１のサイズに基づいて、前記端末にダ
ウンリンクデータパケットを送信し、前記第１のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送
に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズであるか、又は
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前
記ネットワーク側デバイスに前記第２のサイズを送信するように構成されており、前記第
２のサイズを受信した後、前記ネットワーク側デバイスは、前記第２のサイズに基づいて
、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信し、前記第２のサイズは、前記ダウンリ
ンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、請求項２２
から２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　前記装置は前記ネットワーク側デバイスに適用され、前記伝送ユニットはさらに、
　前記適応伝送ポリシが、前記アップリンク肯定応答データパケットの前記ターゲットデ
ータパケットフォーマット、及び／又は前記アップリンク肯定応答データパケットの前記
送信機会を有する場合、前記端末に前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又
は前記送信機会を送信し、前記ターゲットデータパケットフォーマット及び／又は前記送
信機会に基づいて前記端末により送信される前記アップリンク肯定応答データパケットを
受信するように構成されているか、
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１の命令情報を有する場合、
前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にするように構成され
ており、前記第１の命令情報は、前記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニ
ズムを有効にするように命令するために用いられているか、
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第１のサイズを有する場合、前
記ダウンリンクデータ伝送に対する前記ＦＥＣメカニズムを有効にし、前記第１のサイズ
に基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信するように構成されており、
前記第１のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒ
ｏｕｐのサイズであるか、又は
　前記伝送ユニットはさらに、前記適応伝送ポリシが前記第２のサイズを有する場合、前
記第２のサイズに基づいて、前記端末にダウンリンクデータパケットを送信する構成され
ており、前記第２のサイズは、前記ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥ
Ｃ　ｇｒｏｕｐのサイズである、請求項２２から２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　前記取得ユニットはさらに、
　前記装置が前記端末に適用される場合、アップリンクレート計算パラメータを取得し、
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前記アップリンクレート計算パラメータに基づいて前記第１のアップリンク伝送レートを
決定するように構成されている、又は
　前記装置がネットワーク側デバイスに適用される場合、前記端末により送信される前記
第１のアップリンク伝送レートを受信するように構成されている、請求項２１から２７の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項２９】
　前記取得ユニットはさらに、
　前記ダウンリンク伝送レートを取得し、
　前記ダウンリンク伝送レートに基づいて前記第２のアップリンク伝送レートを計算する
ように構成されている、請求項２１から２７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３０】
　前記装置は前記端末に適用され、前記取得ユニットはさらに、
　ネットワーク側デバイスにより送信される前記ダウンリンク伝送レートを受信し、又は
　前記ネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリンクレート計算パラメータを受
信するように構成されており、前記ダウンリンクレート計算パラメータに基づいて、前記
ダウンリンク伝送レートを計算するように構成されている、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　プログラムを記憶するように構成されており、前記プログラムがプロセッサにより実行
される場合、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行する、コンピュータ可
読記憶媒体。
【請求項３２】
　プログラムであって、プロセッサにより実行される場合、請求項１から１０のいずれか
一項に記載の方法を実行するために用いられるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の実施形態は、データ伝送技術分野に関し、特に、適応伝送方法及び装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　転送制御プロトコル（Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＴＣＰ
）、及びユーザデータグラムプロトコル（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ 、ＵＤＰ）（Ｑｕｉｃｋ　ＵＤＰ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 、ＱＵ
ＩＣ）に基づく低遅延インターネット転送プロトコルは、信頼可能な接続指向のトランス
ポート層通信プロトコルである。パケットの損失が発生しないことを保証するために、デ
ータパケットを送信する場合、送信端は、各データパケットにシーケンス番号を割り当て
、受信端は、問題なく受信されたデータパケットに対して対応する肯定応答信号（Ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、ＡＣＫ）を返す。ＴＣＰベースサービス又はＱＵＩＣベース
サービスの場合、サービスレートは、ダウンリンクデータ伝送レート及びアップリンク肯
定応答伝送レートの両方に基づいて決定される。
【０００３】
　通常、ワイヤレスネットワークにおいて、ダウンリンク伝送レートは比較的高く、アッ
プリンク伝送はボトルネックである。そのため、既存の解決手段において、ダウンリンク
スループットは、アップリンク伝送レートが限定されているため、比較的低くなりかねな
い。
【発明の概要】
【０００４】
　アップリンク伝送レートが低いためダウンリンクスループットが低いという従来技術の
問題を解消するために、本発明の実施形態は適応伝送方法及び装置を提供する。技術的解
決手段は以下の通りである。
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【０００５】
　第１態様によると、適応伝送方法が提供され、本方法は端末に適用されてもよく、又は
ネットワーク側デバイスに適用されてもよい。
【０００６】
　方法は、端末に利用可能な第１のアップリンク伝送レート及びサービスの伝送に必要と
される第２のアップリンク伝送レートが取得されることを含む。第１のアップリンク伝送
レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合、アップリンクにおいては要件が
満たされることができないことを示す。この場合、適応伝送ポリシが決定され、データは
適応伝送ポリシに従ってピアエンドに伝送されてよい。適応伝送ポリシが、単位期間内に
送信されるアップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減するように端末に命令す
るために用いられることで、サービスのアップリンク肯定応答データパケットが第１のア
ップリンク伝送レート以下のレートで伝送される場合、サービスのダウンリンクデータパ
ケットは、ダウンリンク伝送レート以上のレートで伝送されることができる。
【０００７】
　第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合に適応
伝送ポリシが決定され、データが適応伝送ポリシによりピアエンドに伝送されることで、
関連技術におけるアップリンク伝送レートが比較的低いためダウンリンクスループットが
比較的低いという問題は解消され、アップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減
させることにより、送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットを送信す
るために用いられる時間が低減し得る。それにより、第１のアップリンク伝送レートが比
較的低い場合の正常なアップリンク伝送を保証し、ダウンリンクスループットを改善する
。
【０００８】
　第１の可能な実装において、第１のアップリンク伝送レートを取得する段階は、方法が
端末に適用される場合、端末が、アップリンクレート計算パラメータを取得する段階と、
アップリンクレート計算パラメータに基づいて第１のアップリンク伝送レートを決定する
段階とを含み、又は方法がネットワーク側デバイスに適用される場合、端末により送信さ
れる第１のアップリンク伝送レートを受信する段階を含んでよい。端末により送信される
第１のアップリンク伝送レートは、アップリンクレート計算パラメータに基づいて端末に
より計算及び送信されるレートである。アップリンクレート計算パラメータは、端末の過
去のアップリンク伝送レート、端末のチャネル品質情報、端末のサービス情報、端末のサ
ービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＱｏＳ）情報、及びネットワーク
側デバイスにより送信されるアップリンク利用可能伝送レートのうち少なくとも１つを含
む。過去のアップリンク伝送レートは、端末によりこれまでサポートされたアップリンク
伝送レートである。
【０００９】
　第２の可能な実装において、第２のアップリンク伝送レートを取得する段階は、ダウン
リンク伝送レートを取得する段階と、ダウンリンク伝送レートに基づいて第２のアップリ
ンク伝送レートを計算する段階とを含んでよい。
【００１０】
　ダウンリンク伝送レートを取得する段階は、次の実装例を含んでよい。第１の実装にお
いて、方法が端末に適用される場合、ネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリ
ンク伝送レートが受信されるか、又は、ネットワーク側デバイスにより送信されるダウン
リンクレート計算パラメータが受信され、ダウンリンクレート計算パラメータに基づいて
ダウンリンク伝送レートが計算される。第２の実装において、方法がネットワーク側デバ
イスに適用される場合、ダウンリンクレート計算パラメータに基づいてダウンリンク伝送
レートが計算される。
【００１１】
　実際の実装の間に、端末のサービス要求がさらに取得され、第２のアップリンク伝送レ
ートは、ダウンリンク伝送レート及びサービス要求に基づいて計算されてよい。サービス
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要求は、サービスタイプ及びサービスコンテキスト情報のうち少なくとも１つを含んでよ
い。
【００１２】
　端末のサービス要求を取得する段階は、方法が端末に適用される場合、サービス要求を
端末が直接取得する段階、又は方法がネットワーク側デバイスに適用される場合、端末に
より送信されるサービス要求をネットワーク側デバイスが受信する段階を含んでよい。
【００１３】
　第３の可能な実装において、適応伝送ポリシを決定する段階は、以下の３つの可能な実
装のうち少なくとも１つを含んでよい。
【００１４】
　第１の可能な実装において、アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータ
パケットフォーマットが決定される。ターゲットデータパケットフォーマットにおけるア
ップリンク肯定応答データパケットのサイズは、初期データパケットフォーマットにおけ
るアップリンク肯定応答データパケットのサイズより小さい。ターゲットデータパケット
フォーマットが決定される時点は第１の時点であり、初期データパケットフォーマットは
、アップリンク肯定応答データパケットが第１の時点で送信される必要がある場合に用い
られるデータパケットフォーマットである。
【００１５】
　第２の可能な実装において、アップリンク肯定応答データパケットの送信機会が決定さ
れる。送信機会は、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信された後にアップリンク肯
定応答データパケットを返すことであり、ＭはＮより大きい整数であり、送信機会が決定
される時点は第２の時点であり、Ｎは、アップリンク肯定応答データパケットが第２の時
点で送信される必要がある場合に受信されるダウンリンクデータパケットの数である。
【００１６】
　第３の可能な実装において、ネットワーク側デバイスが、ダウンリンクデータ伝送に対
する前方誤り訂正（Ｆｏｒｗａｒｄ　ＥＲＲＯＲ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ、ＦＥＣ）メカ
ニズムを有効にしていない場合、第１の命令情報が生成されるか、又はダウンリンクデー
タ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第１のサイズが計算される。第１の命令情報はダウ
ンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用いら
れ、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣをネットワーク側デバイスが有効にした場合
、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズが計算される。第
２のサイズはＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの元のサイズより小さく、元のサイズは、ネットワーク
側デバイスにより有効にされたダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムにおい
て用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【００１７】
　ターゲットデータパケットフォーマットが決定されることで、カプセル化されたアップ
リンク肯定応答データパケットのサイズが、初期データパケットフォーマットにおいてカ
プセル化されたデータパケットのサイズより小さくなる。そのため、端末によりアップロ
ードされる必要があるデータの量は低減し、第１のアップリンク伝送レートが第２のアッ
プリンク伝送レートより小さい場合にアップリンクレートとダウンリンクレートが一致す
ることが依然として保証され得る。それにより、ダウンリンク伝送スループットが保証さ
れる。
【００１８】
　送信機会が決定されることで、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信された後、ア
ップリンク肯定応答データパケットはネットワーク側デバイスに送信される。そのため、
送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットの数は低減する。言い換えれ
ば、アップリンクレートとダウンリンクレートが一致することが保証され、それによりダ
ウンリンク伝送スループットが保証される。
【００１９】
　ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムをネットワーク側デバイスが有効に
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していない場合、第１の命令情報が生成されるか、又は第１のサイズが計算される。それ
により、端末により受信されるダウンリンクデータパケットの精度を保証することにより
、アップロードされる必要があるアップリンク肯定応答データパケットの数が低減し、ダ
ウンリンク伝送スループットを保証する。同様に、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥ
Ｃメカニズムをネットワーク側デバイスが有効にしている場合、ダウンリンクデータ伝送
に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズが計算される。それにより、端末により受信
されるダウンリンクデータパケットの精度を保証することにより、アップロードされる必
要があるアップリンク肯定応答データパケットの数が低減し、ダウンリンク伝送スループ
ットを保証する。
【００２０】
　上述の方法において、アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケッ
トフォーマットを決定する段階は、第２のアップリンク伝送レートと第１のアップリンク
伝送レートとの間の差を計算する段階と、差に対応するターゲットデータパケットフォー
マットを取得する段階であって、ターゲットデータパケットフォーマットにおけるアップ
リンク肯定応答データパケットが大きいほど差が小さくなる、取得する段階とを含んでよ
い。
【００２１】
　アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を決定する段階は、第２のアップリン
ク伝送レートと第１のアップリンク伝送レートとの間の差を計算する段階と、差に対応す
るＭの値を取得する段階であって、Ｍの値が大きいほど差が大きくなる、取得する段階と
を含んでよい。
【００２２】
　ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを計算する段階は
、第２のアップリンク伝送レートと第１のアップリンク伝送レートとの間の差を計算する
段階と、当該差に対応する第２のサイズを取得する段階であって、第２のサイズの値が大
きいほど、第２のサイズに対応する差が小さくなる、取得する段階とを含んでよい。
【００２３】
　第４の可能な実装において、上述の方法が端末に適用される場合、適応伝送ポリシに従
ってデータをピアエンドに伝送する段階は、適応伝送ポリシが、アップリンク肯定応答デ
ータパケットのターゲットデータパケットフォーマットを有する場合、ターゲットデータ
パケットフォーマットに基づいて、ネットワーク側デバイスにアップリンク肯定応答デー
タパケットを送信する段階、適応伝送ポリシが、アップリンク肯定応答データパケットの
送信機会を有する場合、送信機会に基づいて、ネットワーク側デバイスにアップリンク肯
定応答データパケットを送信する段階、適応伝送ポリシが第１の命令情報を有する場合、
ネットワーク側デバイスに第１の命令情報を送信する段階であって、第１の命令情報を受
信した後、ネットワーク側デバイスはダウンリンクデータ伝送に対する前方誤り訂正ＦＥ
Ｃメカニズムを有効にし、第１の命令情報は、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメ
カニズムを有効にするように命令するために用いられる、送信する段階、適応伝送ポリシ
が第１のサイズを有する場合、ネットワーク側デバイスに第１のサイズを送信する段階で
あって、第１のサイズを受信した後、ネットワーク側デバイスは、ダウンリンクデータ伝
送に対するＦＥＣメカニズムを有効にし、第１のサイズに基づいて、端末にダウンリンク
データパケットを送信し、第１のサイズは、ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成さ
れたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、送信する段階、又は適応伝送ポリシが第２のサ
イズを有する場合、ネットワーク側デバイスに第２のサイズを送信する段階であって、第
２のサイズを受信した後、ネットワーク側デバイスは、第２のサイズに基づいて、端末に
ダウンリンクデータパケットを送信し、第２のサイズは、ダウンリンクデータ伝送に対す
る予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである、送信する段階を含む。
【００２４】
　方法がネットワーク側デバイスに適用される場合、適応伝送ポリシに従ってピアエンド
にデータを伝送する段階は、適応伝送ポリシが、アップリンク肯定応答データパケットの
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ターゲットデータパケットフォーマット、及び／又はアップリンク肯定応答データパケッ
トの送信機会を有する場合、端末にターゲットデータパケットフォーマット及び／又は送
信機会を送信し、ターゲットデータパケットフォーマット及び／又は送信機会に基づいて
端末により送信されるアップリンク肯定応答データパケットを受信する段階、適応伝送ポ
リシが第１の命令情報を有する場合、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズム
を有効にする段階であって、第１の命令情報は、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ
メカニズムを有効にするように命令するために用いられる、有効にする段階、適応伝送ポ
リシが第１のサイズを有する場合、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムを
有効ににし、第１のサイズに基づいて、端末にダウンリンクデータパケットを送信する段
階であって、第１のサイズは、ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　
ｇｒｏｕｐのサイズである、段階、又は適応伝送ポリシが第２のサイズを有する場合、第
２のサイズに基づいて、端末にダウンリンクデータパケットを送信する段階であって、第
２のサイズは、ダウンリンクデータ伝送に対する予め生成されたＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサ
イズである、送信する段階を含む。
【００２５】
　第２の態様によると、適応伝送装置が提供される。適応伝送装置は、プロセッサ、及び
当該プロセッサに接続される送信機を含む。プロセッサは命令を実行するように構成され
ており、プロセッサは命令を実行することにより、第１態様における適応伝送方法を実装
する。
【００２６】
　第３の態様によると、適応伝送装置が提供される。適応伝送装置は少なくとも１つのユ
ニットを含み、少なくとも１つのユニットは、第１態様において提供される適応伝送方法
を実装するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る実装環境の概略図である。
【００２８】
【図２】本発明の実施形態に係る適応伝送方法のフローチャートである。
【００２９】
【図３】本発明の実施形態に係るＴＣＰにおけるアップリンク肯定応答データパケットの
可能な構造の概略図である。
【００３０】
【図４】本発明の実施形態に係る適応伝送方法のフローチャートである。
【００３１】
【図５】本発明の実施形態に係る適応伝送装置の概略構造図である。
【００３２】
【図６】本発明の実施形態に係る適応伝送装置の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本明細書に言及されている「第１」、「第２」などは、いかなる順番、数、又は重要度
も示しておらず、様々なコンポーネントを区別するために用いられるものに過ぎない。同
様に、「ある」、「１つ」なども数の限定を示すことを意図しているものではないが、少
なくとも１つを示すことを意図している。「接続」、「リンク」などは物理的又は機械的
接続に限定されるものではないが、直接リンク又は間接リンクにかかわらず電気的接続を
含んでよい。
【００３４】
　本明細書に言及されている「モジュール」は通常、メモリに記憶されるプログラム又は
命令であり、いくつかの機能を実装できるものでる。本明細書に言及されている「ユニッ
ト」は通常、論理に基づいて分割される機能構造である。「ユニット」は、ハードウェア
のみにより実装され得るか、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わせにより実装
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され得る。
【００３５】
　本明細書において、「複数の」は２又は２より多いことを意味する。「及び／又は」は
関連する物体間の関連関係を説明し、３つの関係が存在し得ることを表す。例えば、Ａ及
び／又はＢとは、以下の３つの状況を表してよい：Ａのみ存在する、Ａ及びＢの両方が存
在する、Ｂのみ存在する。記号「／」は概して、関連対象物間の「又は」の関係を示す。
【００３６】
　図１は、本発明の実施形態に係る適応伝送方法に関与する実装環境の概略図である。図
１に示されるように、実装環境は端末１１０及びネットワーク側デバイス１２０を含んで
よい。
【００３７】
　端末１１０はモバイル端末、例えば携帯電話（又は「セルラ」電話と称される）又はモ
バイル端末を有するコンピュータ、例えばポータブルの、ポケットサイズの、ハンドヘル
ドの、コンピュータ内蔵型の、又は車載のモバイル装置であってよい。これに限定される
ことはない。他の例の場合、端末１１０は加入者ユニット（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎ
ｉｔ）、加入者ステーション（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動局（Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＭＳ）、モバイルコンソール（Ｍｏｂｉｌｅ）、リモートス
テーション（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＲＳ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｏｉｎｔ 、ＡＰ）、リモート端末（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、アクセス
ターミナル（Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ、ＡＴ）、ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒ
ｍｉｎａｌ、ＵＴ）、ユーザエージェント（Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ、ＵＡ）、端末（Ｕｓ
ｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、加入者構内機器（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｐｒｅｍｉｓｅｓ　Ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ、ＣＰＥ）、又はユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）であ
ってよい。任意選択的に、端末１１０はリレー（Ｒｅｌａｙ）であってもよい。この実施
形態はこれを限定しない。
【００３８】
　実際の実装の間、端末１１０は、ワイヤレスエアインタフェースを用いてネットワーク
側デバイス１２０にワイヤレス接続を確立し、ワイヤレス接続を通じてネットワーク側デ
バイス１２０にアップリンクデータを送信してよい。ワイヤレスエアインタフェースは、
４Ｇ規格及び５Ｇ規格に基づく、任意の周波数でのワイヤレスエアインタフェースであっ
てよい。例えば、ワイヤレスエアインタフェースは新無線（Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ、ＮＲ）
エアーインタフェースである。あるいは、ワイヤレスエアインタフェースは、次世代モバ
イル通信ネットワーク技術規格に基づく５Ｇベースのワイヤレスエアインタフェースであ
ってよい。任意選択的に、ワイヤレスエアインタフェースはワイヤレス・フィディリティ
（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ、ＷｉＦｉ）エアーインタフェースであってよい
。
【００３９】
　加えて、セルエッジにおけるエッジユーザの場合、セルエッジにおけるネットワークカ
バレージが比較的悪いため、エッジユーザのアップリンク伝送レートは通常、ダウンリン
ク伝送要件を満たすことができない。そのため、以下の実施形態において説明される端末
１１０は、セルエッジにおけるエッジユーザであってよい。この実施形態はこれを限定し
ない。
【００４０】
　ネットワーク側デバイス１２０は無線アクセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＲＡＮ）デバイス、コアネットワークデバイス、サービスサーバ、
又はサービスデータ伝送プロセスにおける任意の中継デバイスであってよい。中継デバイ
スはＵＥであってよい。これに限定されることはない。加えて、実際の実装の間、ネット
ワーク側デバイス１２０はさらに、制御プレーン及びユーザプレーンの２つの論理的機能
エンティティに分割されてよく、以下の実施形態において説明されるネットワーク側デバ
イスの機能は、制御プレーンにより実装されてもよく、又はユーザプレーンにより実装さ
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れてもよい。これに限定されることはない。
【００４１】
　端末１１０とネットワーク側デバイス１２０との間で交換されるデータパケットは、Ｔ
ＣＰ又はＱＵＩＣプロトコルに基づいてカプセル化されるデータパケットであってよい。
あるいは、任意選択的に、端末１１０とネットワーク側デバイス１２０との間で交換され
るデータパケットは別のトランスポート層又はアプリケーション層のプロトコルに基づい
てカプセル化されるデータパケットであってよく、プロトコルはフィードバックベースの
プロトコルである。この実施形態はこれを限定しない。
【００４２】
　以下の実施形態において提供される適応伝送方法は、図１に示される端末１１０に適用
されてよく、又は図１に示されるネットワーク側デバイス１２０に適用されてよい。これ
らの実施形態はこれを限定しない。以下の実施形態において、アップリンクは端末からネ
ットワーク側デバイスに向かう経路を、ダウンリンクはネットワーク側デバイスから端末
に向かう経路を意味する。これに限定されることはない。加えて、以下の実施形態におい
て、端末１１０はダウンリンクデータパケットの受信端として機能し、ダウンリンクデー
タパケットのアップリンクフィードバック情報を送信する機能を有する。
【００４３】
　図２は、本発明の実施形態に係る適応伝送方法の方法フローチャートである。この実施
形態は、図１に示される端末１１０に適応伝送方法が適用される例を用いて説明される。
図２に示されるように、適応伝送方法は以下の段階を含む。
【００４４】
　段階２０１．アップリンクレート計算パラメータを取得し、アップリンクレート計算パ
ラメータに基づいて第１のアップリンク伝送レートを決定する。
【００４５】
　アップリンクレート計算パラメータは、端末の過去のアップリンク伝送レート、端末の
チャネル品質情報、端末のサービス情報、端末のサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＱｏＳ）情報、及びネットワーク側デバイスにより送信されるアップリ
ンク利用可能伝送レートのうち少なくとも１つを含む。過去のアップリンク伝送レートは
、端末によりこれまでにサポートされたアップリンク伝送レートである。例えば、過去の
アップリンク伝送レートは過去の期間に基づいて端末により計算される。
【００４６】
　第１のアップリンク伝送レートは、端末が利用可能なアップリンク伝送レートである。
【００４７】
　例えば、アップリンクレート計算パラメータは過去のアップリンク伝送レートを含む。
端末は、過去のアップリンク伝送レートに基づいて第１のアップリンク伝送レートを計算
する。例えば、端末は、過去のアップリンク伝送レートを第１のアップリンク伝送レート
として直接用いてよい。
【００４８】
　例えば、アップリンクレート計算パラメータは、端末の過去のアップリンク伝送レート
及びチャネル品質情報を含む。端末は、端末の過去のアップリンク伝送レート及びチャネ
ル品質情報に対して加重計算を実行し、第１のアップリンク伝送レートを取得する。
【００４９】
　任意選択的に、アップリンクレート計算パラメータはさらに、ネットワーク側デバイス
により送信される保証ビットレートを含んでよい。この場合、この段階は、受信された保
証ビットレートを第１のアップリンク伝送レートとして決定する段階を含んでよい。
【００５０】
　段階２０２．ダウンリンク伝送レートを取得する。
【００５１】
　端末は、以下の３つの可能な実装においてダウンリンク伝送レートを取得してよい。
【００５２】
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　第１の可能な実装において、端末は、ネットワーク側デバイスにより送信されるダウン
リンク伝送レートを受信する。ネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリンク伝
送レートは、ダウンリンクレート計算パラメータに基づいてネットワーク側デバイスによ
り計算及び送信されるレートである。ダウンリンクレート計算パラメータは、ターゲット
情報、ダウンリンクサービスの保証レート、及びダウンリンクサービスのビットレート情
報のうち少なくとも１つを含む。ターゲット情報は、ダウンリンクサービスデータ量及び
ダウンリンクサービス伝送期間を含む。
【００５３】
　ダウンリンクレート計算パラメータに基づいてネットワーク側デバイスがダウンリンク
伝送レートを計算する段階は、ダウンリンクレート計算パラメータがターゲット情報を含
む場合、ダウンリンク伝送レートは、ダウンリンクサービスデータ量をダウンリンクサー
ビス伝送期間で割ったものに等しいこと、ダウンリンクレート計算パラメータがダウンリ
ンクサービスの保証レートを含む場合、ダウンリンク伝送レートは、ダウンリンクサービ
スの保証レートに等しいこと、又は、ダウンリンクレート計算パラメータがダウンリンク
サービスのビットレート情報を含む場合、ダウンリンク伝送レートは、ｋを乗じたダウン
リンクサービスのビットレートに等しく、ｋは定数であり、通常は１．２又は１．３であ
り、これは限定されるものではないこととを含む。
【００５４】
　ダウンリンク伝送レートは、ネットワーク側デバイスがダウンリンクデータパケットを
伝送する前に定期的に取得され端末に送信されるレートであってよい、又はネットワーク
側デバイスがダウンリンクデータパケットを伝送するプロセスにおいて取得され端末に送
信されるレートであってよいことに注意すべきである。これに限定されることはない。
【００５５】
　第２の可能な実装において、端末はネットワーク側デバイスにより送信されるダウンリ
ンクレート計算パラメータを受信し、ダウンリンクレート計算パラメータに基づいてダウ
ンリンク伝送レートを計算する。ダウンリンクレート計算パラメータは第１の可能な実装
において説明される。詳細はここで再度記載しない。端末がダウンリンクレート計算パラ
メータに基づいてダウンリンク伝送レートを計算する計算方式は、ネットワーク側デバイ
スがダウンリンクレート計算パラメータに基づいてダウンリンク伝送レートを計算する計
算方式と同様である。詳細はここで再度記載しない。
【００５６】
　第３の可能な実装において、端末はダウンリンクデータ受信ステータスに基づいてダウ
ンリンク伝送レートを計算する。
【００５７】
　任意選択的に、受信されたダウンリンクデータパケットのサイズ及びダウンリンクデー
タパケットを受信するために用いられる期間を端末が取得し、取得された期間に対する取
得されたサイズの比を計算し、計算された比をダウンリンク伝送レートとして用いてよい
。
【００５８】
　上述の取得方式において端末がダウンリンク伝送レートを取得する例のみが、上記で用
いられていることに注意すべきである。任意選択的に、端末は別の取得方式でダウンリン
ク伝送レートを取得してよい。これに限定されることはない。
【００５９】
　段階２０３．ダウンリンク伝送レートに基づいて第２のアップリンク伝送レートを計算
する。
【００６０】
　第２のアップリンク伝送レートは、ダウンリンク伝送レート、及びダウンリンク伝送レ
ートとアップリンク伝送レートとの間の関係に基づいて計算される。ダウンリンク伝送レ
ートとアップリンク伝送レートとの間の関係は、ダウンリンクデータパケットのサイズ、
アップリンク肯定応答データパケットのサイズ、アップリンク肯定応答データパケットの
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数とダウンリンクデータパケットの数との間の対応関係に基づく変換を通じて取得され得
る。
【００６１】
　ＴＣＰが例として用いられる。２つのダウンリンクデータパケットが１つのアップリン
ク肯定応答データパケットに対応する場合、ダウンリンクデータパケットの最大サイズは
１５００バイトで、アップリンク肯定応答データパケットのサイズは４０バイトであると
き、アップリンクデータ量とダウンリンクデータ量との間の差は（１５００×２）／４０
＝７５倍である。アップリンクデータ量とダウンリンクデータ量との間の差がレート差に
変換された場合、ダウンリンク伝送レートはアップリンク伝送レートよりも７５倍大きい
。言い換えれば、第２のアップリンク伝送レートはダウンリンク伝送レートを７５で割っ
た値に等しい。
【００６２】
　任意選択的に、端末はさらに、端末のサービス要求を取得し、ダウンリンク伝送レート
及びサービス要求に基づいて第２のアップリンク伝送レートを計算してよい。サービス要
求は、サービスタイプ及びサービスコンテキスト情報のうち少なくとも１つを含んでよい
。
【００６３】
　ダウンリンクサービスがハイブリッドサービスである場合、ダウンリンク伝送レートと
アップリンク伝送レートとの間の関係に基づいて第２のアップリンク伝送レートを取得す
ることは不正確である。この場合、様々なサービスのダウンリンク伝送レートがさらに区
別される必要がある。そのため、第２のアップリンク伝送レートは、サービスタイプ及び
サービスタイプのサービスのダウンリンク伝送レートに基づいて取得される必要がある。
具体的に、特定のダウンリンク伝送レートを計算する場合、端末は、様々なサービスタイ
プのダウンリンクデータパケットについて統計を個別に収集し、サービスのダウンリンク
伝送レートを取得し、サービスの第２のアップリンク伝送レートを取得する。
【００６４】
　実際の実装の間、段階２０１から段階２０３は、トランスポート層、ネットワーク層、
物理層、メディアアクセス制御（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ）
層、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＬＣ）プロトコル層、
又はパケットデータコンバージェンスプロトコル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＰＤＣＰ）層における任意のエンティティにより実行
されてよい。
【００６５】
　段階２０１から段階２０３は定期的に実行されてよいことをさらに注意すべきである。
これに限定されることはない。
【００６６】
　段階２０４．第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さ
い場合、適応伝送ポリシを決定する。
【００６７】
　第１のアップリンク伝送レート及び第２のアップリンク伝送レートを計算した後、端末
は第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さいかを検知し
てよく、第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合
、端末は、適応伝送ポリシを決定する。
【００６８】
　適応伝送ポリシが、単位期間内に送信されるアップリンク肯定応答データパケットのサ
イズを低減するように端末に命令するために用いられることで、サービスのアップリンク
肯定応答データパケットが第１のアップリンク伝送レート以下のレートで伝送される場合
、サービスのダウンリンクデータパケットは、ダウンリンク伝送レート以上のレートで伝
送されることができる。任意選択的に、適応伝送ポリシの命令に従って単位期間内に端末
により送信されるアップリンク肯定応答データパケットの合計サイズは、過去の伝送ポリ
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シの命令に従って単位期間内に端末により送信されるアップリンク肯定応答データパケッ
トの合計サイズより小さい。過去の伝送ポリシは、適応伝送ポリシが決定される前に用い
られている伝送ポリシである。単位期間は予め設定された期間、例えば１秒又は３０秒で
あってよい。単位期間内に送信されるアップリンク肯定応答データパケットの合計サイズ
の低減は、送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケット１つのサイズの低
減、又は送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットの数の低減、又はそ
の両方であってよい。
【００６９】
　実際の実装の間、端末は、以下の可能な実装のうち少なくとも１つにおいて適応伝送ポ
リシを決定してよい。
【００７０】
　第１の可能な実装において、アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータ
パケットフォーマットが決定される。
【００７１】
　第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合、アッ
プリンクレートをダウンリンクレートと一致させ、ダウンリンクスループットに対する影
響を低減するために、端末は比較的小さいアップリンク肯定応答データパケットを構築及
び送信してよい。任意選択的に、端末はアップリンク肯定応答データパケットのターゲッ
トデータパケットフォーマットを決定してよい。ターゲットデータパケットフォーマット
におけるアップリンク肯定応答データパケットのサイズは、初期データパケットフォーマ
ットにおけるアップリンク肯定応答データパケットのサイズより小さい。ターゲットデー
タパケットフォーマットが決定される時点は第１の時点であり、初期データパケットフォ
ーマットは、アップリンク肯定応答データパケットが第１の時点で送信される必要がある
場合に用いられるデータパケットフォーマットである。任意選択的に、初期データパケッ
トフォーマットはこれまで送信されたアップリンク肯定応答データパケットのデータパケ
ットフォーマット、言い換えれば、適応伝送ポリシが用いられる前に用いられているアッ
プリンク肯定応答データパケットのデータパケットフォーマットである。初期データパケ
ットフォーマットは、システムにおいて規定されるフォーマットである。
【００７２】
　ターゲットデータパケットフォーマットは、正しく受信されたダウンリンクデータパケ
ットの最大のシーケンス番号を示すために用いられるインジケーション情報を含むか、又
は当該インジケーション情報及び受信されたタイムスタンプ情報を含む。インジケーショ
ン情報は、連続的に受信されたダウンリンクデータパケットの最大のシーケンス番号、又
は受信予定の次回のダウンリンクデータパケットのシーケンス番号であってよい。実際の
実装の間、ターゲットデータパケットフォーマットが選択的肯定応答（Ｓｅｌｅｃｔｉｖ
ｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、ＳＡＣＫ）を含まない場合、インジケーション情
報は、連続的に受信されたダウンリンクデータパケットの次回のダウンリンクデータパケ
ットのシーケンス番号であり、ターゲットデータパケットフォーマットがＳＡＣＫを含む
場合、インジケーション情報は、ＳＡＣＫにより確認されたダウンリンクデータパケット
の次回のダウンリンクデータパケットのシーケンス番号である。
【００７３】
　任意選択的に、図３はＴＣＰにおけるアップリンク肯定応答データパケットの一般的な
フォーマットを示す。ＴＣＰの場合、ターゲットデータパケットフォーマットはＴＣＰヘ
ッダであるか、又はＴＣＰヘッダ＋タイムスタンプ（オプションの）である。図３を参照
すると、ＴＣＰヘッダにおける３２ビット肯定応答シーケンス番号は、連続的に受信され
たダウンリンクデータパケットの最大のシーケンス番号である。任意選択的に、ターゲッ
トデータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットのサイズを
さらに低減するために、ターゲットデータパケットフォーマットのＴＣＰヘッダにおける
いくつかのドメインを省略してよい。例えば、図３に示される３２ビットシーケンス番号
のドメインは、ＴＣＰヘッダにおいて省略されてよい。ＴＣＰにおいて、オプションにお
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はＴＣＰ重複選択的肯定応答（Ｄｕｐｌｉｃａｔｅ‐Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗ
ｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、Ｄ‐ＳＡＣＫ））は、ＴＣＰ接続の確立の間、受信側及び送信側が
合意した機能である。そのため、機能がサポートされると決定されると、タイムスタンプ
情報は常に搬送され、データパケットが不連続に受信される場合、オプションにおけるい
くつかの受信されたデータパケット情報は搬送される。そのため、ターゲットデータパケ
ットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットは、初期データパケット
フォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットより小さい。例えば、初期デ
ータパケットフォーマットがＴＣＰヘッダ＋タイムスタンプである場合、ターゲットデー
タパケットフォーマットはＴＣＰヘッダであってよい。他の例の場合、初期データパケッ
トフォーマットがＴＣＰ　Ｄ‐ＳＡＣＫである場合、ターゲットデータパケットフォーマ
ットは、ＴＣＰヘッダ又はＴＣＰヘッダ＋タイムスタンプであってよい。
【００７４】
　加えて、アップリンク肯定応答データパケットはさらにデータ部分を含んでよく、デー
タ部分は通常、比較的大量のコンテンツを含む。そのため、この実施形態において、ター
ゲットデータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットのサイ
ズを低減するために、ターゲットデータパケットフォーマットはデータ部分を含まなくて
よく、データ部分及びアップリンク肯定応答データパケットは個別に送信される。これに
限定されることはない。
【００７５】
　任意選択的に、ＱＵＩＣにおいて、データパケットフォーマットは、Ｌａｒｇｅｓｔ　
ＡＣＫｅｄ（ＱＵＩＣ　ＡＣＫは１つのドメインのみを含む）、Ｎ個のＡＣＫブロック（
Ｎ≧１）、Ｌａｒｇｅｓｔ　ＡＣＫｅｄ＋ｔｉｍｅｓｔａｍｐ、Ｌａｒｇｅｓｔ　ＡＣＫ
ｅｄ＋Ｔｉｍｅ　ｓｉｎｃｅ　ｌａｒｇｅｓｔ　ＡＣＫｅｄ　ｂｌｏｃｋ、又はＬａｒｇ
ｅｓｔ　ＡＣＫｅｄ＋ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＋Ｔｉｍｅ　ｓｉｎｃｅ　ｌａｒｇｅｓｔ　Ａ
ＣＫｅｄ　ｂｌｏｃｋを含んでよい。実際の実装の間、データパケットフォーマットはさ
らに、別のフィールド、例えば、タイプのフィールドを含んでよい。この実施形態はこれ
を限定しない。一般に、ＱＵＩＣにおける肯定応答パケットフォーマットは、完全には決
定されない。後続の進化と共に、上述のデータパケットフォーマットにおけるドメイン名
が変化してよい。ここでは一例のみが用いられており、各ドメインの機能は限定として用
いられる。
【００７６】
　実際の実装の間、この段階は、第２のアップリンク伝送レートと第１のアップリンク伝
送レートとの間の差を計算する段階と、当該差に対応するターゲットデータパケットフォ
ーマットを取得する段階とを含んでよい。ターゲットデータパケットフォーマットにおけ
る決定されたアップリンク肯定応答データパケットが大きいほど、差が小さくなる。任意
選択的に、端末は、差とターゲットデータパケットフォーマットとの間の対応関係に基づ
いて、差に対応するターゲットデータパケットフォーマットを決定してよい。対応関係は
、差分範囲とデータパケットフォーマットとの間の対応関係であってよい。例えば、初期
データパケットフォーマットはＴＣＰ　ＳＡＣＫである。表１は可能な対応関係を示す。
他の例の場合、初期データパケットフォーマットはＴＣＰ　Ｄ‐ＳＡＣＫである。表２可
能な対応関係を示す。
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【表１】

【表２】

【００７７】
　例えば、本方法はＴＣＰに適用され、初期データパケットフォーマットはＴＣＰ　ＳＡ
ＣＫである。表１に基づいて、計算した差分が１０であると仮定すると、端末はＴＣＰヘ
ッダ＋タイムスタンプをターゲットデータパケットフォーマットとして決定し得るか、又
は計算した差分が５０であると仮定すると、端末はＴＣＰヘッダをターゲットデータパケ
ットフォーマットとして決定し得る。
【００７８】
　第２の可能な実装において、アップリンク肯定応答データパケットの送信機会が決定さ
れる。送信機会は、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信された後にアップリンク肯
定応答データパケットを返すことであり、ＭはＮより大きい整数であり、送信機会が決定
される時点は第２の時点であり、Ｎは、アップリンク肯定応答データパケットが第２の時
点で送信される必要がある場合に受信されるダウンリンクデータパケットの数である。
【００７９】
　例えば、送信機会を決定する場合、３つのダウンリンクデータパケットを受信した後に
、端末は１つのアップリンク肯定応答データパケットをネットワーク側デバイスに送信す
る。この場合、Ｎは３であり、端末により決定されるＭは４又は５であってよい。これに
限定されることはない。
【００８０】
　端末は予め設定されたＭを取得してよい。もちろん実際の実装の間この段階はさらに、
第２のアップリンク伝送レートと第１のアップリンク伝送レートとの間の差を計算する段
階と、差に対応するＭの値を取得する段階であって、Ｍの値が大きいほど差が大きくなる
、取得する段階とを含んでよい。任意選択的に、端末は、差分範囲とＭの値との間の対応
関係に基づいて、計算した差分に対応するＭの値をクエリしてよい。これに限定されるこ
とはない。
【００８１】
　Ｍの値が大きいほど、アップリンク肯定応答データパケットが返される前に受信された
ダウンリンクデータパケットの数が大きくなる。そのため、大量のダウンリンクデータパ
ケットを送信した後にネットワーク側デバイスがアップリンク肯定応答データパケットを
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受信しないので、システムパフォーマンスが劣化するという問題を解消するために、Ｍの
値は予め設定された値より小さく、予め設定された値は経験上の値であってよい。この実
施形態はこれを限定しない。
【００８２】
　各ダウンリンクデータパケットが正しく受信された後に、送信機会はターゲット継続期
間内にアップリンク肯定応答データパケットを代替的に返してよいことに注意すべきであ
る。ターゲット継続期間は予め設定された期間より小さく、予め設定された期間は、各ダ
ウンリンクデータパケットがこれまで正しく受信された後に、アップリンク肯定応答デー
タパケットが返される間隔期間である。例えば、予め設定された期間は２０ｍｓである。
アップリンク肯定応答データパケットの返信レートを保証するために、端末は、ダウンリ
ンクデータパケットを受信した後に、５ｍｓ以内にアップリンク肯定応答データパケット
をネットワーク側デバイスに返してよい。
【００８３】
　第３の可能な実装において、ネットワーク側デバイスが、ダウンリンクデータ伝送に対
する前方誤り訂正（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ 、ＦＥＣ）メ
カニズムを有効にしていない場合、第１の命令情報が生成されるか、又はダウンリンクデ
ータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第１のサイズが計算される。第１の命令情報はダ
ウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用い
られ、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムをネットワーク側デバイスが有
効にした場合、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズが計
算される。第２のサイズはＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの元のサイズより小さい。元のサイズは、
ネットワーク側デバイスにより有効にされたダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカ
ニズムにおいて用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【００８４】
　第３の可能な実装において、端末はさらに、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメ
カニズムをネットワーク側デバイスが有効にしたかを検知してよい。ダウンリンクデータ
伝送に対するＦＥＣメカニズムが有効にされた後に、端末によるダウンリンクデータパケ
ットの受信の精度は改善する。言い換えれば、送信される必要があるアップリンク肯定応
答データパケットの数又はサイズが低減する。そのため、ダウンリンクデータ伝送に対す
るＦＥＣメカニズムをネットワーク側デバイスが有効にしなかった場合、第１のアップリ
ンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合にアップリンク肯定応答
データパケットが送信されることを保証するために、端末は第１の命令情報を生成してよ
く、第１の命令情報は、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムを有効にする
ようにネットワーク側デバイスに命令するために用いられる。任意選択的に、端末はＦＥ
Ｃ　ｇｒｏｕｐの第１のサイズを計算してよい。この実施形態はこれを限定しない。しか
しながら、端末の検出結果が、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムをネッ
トワーク側デバイスが有効にしたことである場合、ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐが小さいほど冗長
性がより高くなり、且つ、端末がダウンリンクデータパケットを問題なく受信する可能性
がより高くなるため、アップリンク肯定応答データパケットの送信を保証するために、ダ
ウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの第２のサイズを端末が計算してよい
。ＦＥＣメカニズムはサーバ又はトランスポート層のみに存在することに注意すべきであ
る。そのため、ネットワーク側デバイスはサービスサーバ、又はトランスポート層機能を
有するデバイスであり得る。
【００８５】
　任意選択的に、端末は、ＦＥＣ　ｇｒｏｕｐの既存の計算方式に基づいて第１のサイズ
を計算してよい。これに限定されることはない。　端末により第２のサイズを計算する段
階は、第２のアップリンク伝送レートと第１のアップリンク伝送レートとの間の差を計算
する段階と、当該差に対応する第２のサイズを取得する段階であって、第２のサイズの値
が大きいほど、第２のサイズに対応する差が小さくなる、取得する段階とを含んでよい。
【００８６】
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　上述の３の実装のうち少なくとも１つで適応伝送ポリシを端末が決定する一例のみが、
上記で用いられる。任意選択的に、端末は別の方式で適応伝送ポリシを決定してもよい。
この実施形態はこれを限定しない。
【００８７】
　任意選択的に、第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小
さくない場合、端末は既存の伝送ポリシに従って伝送を実行してよい。この実施形態にお
いて、詳細は再度記載しない。
【００８８】
　段階２０５．適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータを伝送する。
【００８９】
　適応伝送ポリシが複数の実現方式を含み得るため、この段階は、それに対応して以下の
可能な実装を含み得る。
【００９０】
　アップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフォーマットを適応
伝送ポリシが含む場合、アップリンク肯定応答データパケットは、ターゲットデータパケ
ットフォーマットに基づいてネットワーク側デバイスに送信される。
【００９１】
　ターゲットデータパケットフォーマットが取得されたと決定された後に、アップリンク
肯定応答データパケットが送信される必要がある場合、端末は、ターゲットデータパケッ
トフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットをネットワーク側デバイス
に送信してよい。例えば、ＴＣＰベースの通信システムにおいて、取得されたターゲット
データパケットフォーマットがＴＣＰヘッダであると決定された場合、端末は、アップリ
ンク肯定応答データパケットを送信する場合、ＴＣＰヘッダのみを含むアップリンク肯定
応答データパケットを送信してよい。
【００９２】
　アップリンク肯定応答データパケットの送信機会を適応伝送ポリシが含む場合、アップ
リンク肯定応答データパケットは、送信機会に基づいてネットワーク側デバイスに送信さ
れる。
【００９３】
　任意選択的に、Ｍ個のダウンリンクデータパケットが受信された後に、送信機会がアッ
プリンク肯定応答データパケットを返す場合、端末は、端末とネットワーク側デバイスと
の間でのデータ伝送の間、Ｍ個のダウンリンクデータパケットを受信した後にアップリン
ク肯定応答データパケットを返してよい。これに限定されることはない。ダウンリンクデ
ータパケットが受信された後に、送信機会がターゲット継続期間以内にアップリンク肯定
応答データパケットを返す場合、端末は、ダウンリンクデータパケットが受信された後に
、ターゲット継続期間以内にアップリンク肯定応答データパケットをネットワーク側デバ
イスに返してよい。
【００９４】
　適応伝送ポリシが第１の命令情報を含む場合、第１の命令情報はネットワーク側デバイ
スに送信され、第１の命令情報を受信した後に、ネットワーク側デバイスはダウンリンク
データ伝送に対する前方誤り訂正ＦＥＣメカニズムを有効にする。第１の命令情報は、ダ
ウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメカニズムを有効にするように命令するために用い
られる。
【００９５】
　ＴＣＰの場合、端末は、ＴＣＰオプションを用いて第１の命令情報をネットワーク側デ
バイスに送信してよい。これに限定されることはない。ＱＵＩＣの場合、端末は、ＱＵＩ
Ｃ　ＱＩＮＤＯＷ＿ＵＰＤＡＴＥを用いて第１の命令情報をネットワーク側デバイスに送
信してよい。端末が上述の２つのタイプの情報を用いて第１の命令情報をネットワーク側
デバイスに送信する一例のみが、上記で用いられる。任意選択的に、実際の実装の間、各
伝送システムについて、端末は別の方式で第１の命令情報をネットワーク側デバイスに送
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信してよい。実際の実装はこの実施形態に限定されるものではない。
【００９６】
　適応伝送ポリシが第１のサイズを含む場合、第１のサイズはネットワーク側デバイスに
送信され、第１のサイズを受信した後に、ネットワーク側デバイスはダウンリンクデータ
伝送に対するＦＥＣメカニズムを有効にし、第１のサイズに基づいてダウンリンクデータ
パケットを端末に送信する。第１のサイズは、端末により生成され、ダウンリンクデータ
伝送に用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【００９７】
　この実装は上記の実装と同様である。詳細はここで再度記載しない。
【００９８】
　適応伝送ポリシが第２のサイズを含む場合、第２のサイズはネットワーク側デバイスに
送信され、第２のサイズを受信した後に、ネットワーク側デバイスは第２のサイズに基づ
いてダウンリンクデータパケットを端末に送信する。第２のサイズは、端末により生成さ
れ、ダウンリンクデータ伝送に用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【００９９】
　実際の実装の間、段階２０４及び段階２０５は、端末におけるトランスポート層又は物
理層により実装されてよい。この実施形態はこれを限定しない。
【０１００】
　結論として、この実施形態において提供される適応伝送方法によると、第１のアップリ
ンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合に適応伝送ポリシが決定
され、データは適応伝送ポリシによりピアエンドに伝送されることで、関連技術において
アップリンク伝送レートが比較的低いためダウンリンクスループットが比較的低いという
問題は解消され、アップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減させることにより
、送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットを送信するために用いられ
る時間が低減し得る。それにより、第１のアップリンク伝送レートが比較的低い場合の正
常なアップリンク伝送を保証し、ダウンリンクスループットを改善する。
【０１０１】
　図４は、本発明の別の実施形態に係る適応伝送方法の方法フローチャートである。この
実施形態は、図１におけるネットワーク側デバイス１２０に適応伝送方法が適用される例
を用いて説明される。図４に示されるように、適応伝送方法は以下の段階を含む。
【０１０２】
　段階４０１．端末により送信される第１のアップリンク伝送レートを受信する。
【０１０３】
　第１のアップリンク伝送レートは、アップリンクレート計算パラメータに基づいて端末
により計算及び送信されるレートである。端末が第１のアップリンク伝送レートを計算す
る計算方法は、上述の実施形態における段階２０１の計算方式と同様である。詳細はここ
で再度記載しない。
【０１０４】
　段階４０２．ダウンリンク伝送レートを取得する
【０１０５】
　ネットワーク側デバイスによりダウンリンク伝送レートを取得する段階は、ダウンリン
クレート計算パラメータを取得する段階と、ダウンリンクレート計算パラメータに基づい
てダウンリンク伝送レートを計算する段階とを含んでよい。具体的な計算方法は、上述の
実施形態における段階２０２の計算方法と同様である。詳細はここで再度記載しない。
【０１０６】
　段階４０３．ダウンリンク伝送レートに基づいて第２のアップリンク伝送レートを計算
する。
【０１０７】
　この段階は、上述の実施形態における段階２０３と同様である。詳細はここで再度記載
しない。
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【０１０８】
　実際の実装の間、ネットワーク側デバイスはさらに、端末により送信されるサービス要
求を受信し、その後、ダウンリンク伝送レート及びサービス要求に基づいて第２のアップ
リンク伝送レートを計算してよい。サービス要求は、サービスタイプ及びサービスコンテ
キスト情報のうち少なくとも１つを含んでよい。加えて、ダウンリンク伝送レート及びサ
ービス要求に基づいて第２のアップリンク伝送レートをネットワーク側デバイスが計算す
る計算方式は、段階２０３における、端末が第２のアップリンク伝送レートを計算する計
算方式と同様である。詳細はここで再度記載しない。
【０１０９】
　加えて、ネットワーク側デバイスが段階４０２及び段階４０３を用いて第２のアップリ
ンク伝送レートを取得する例のみが、この実施形態において用いられる。任意選択的に、
ネットワーク側デバイスは、端末により送信される第２のアップリンク伝送レートを受信
することにより第２のアップリンク伝送レートを取得してよい。第２のアップリンク伝送
レートは、端末により取得及び送信されるレートである。端末が第２のアップリンク伝送
レートを取得する取得方式は、上述の実施形態における段階２０２及び段階２０３の取得
方式と同様である。詳細はここで再度記載しない。
【０１１０】
　段階４０１から段階４０３は、トランスポート層、ネットワーク層、物理層、ＭＡＣ層
、ＲＬＣ層、又はＰＤＣＰ層における任意のエンティティにより実行されてよい。
【０１１１】
　段階４０４．第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さ
い場合、適応伝送ポリシを決定する。
【０１１２】
　この段階は、上述の実施形態における段階２０４と同様である。詳細はここで再度記載
しない。
【０１１３】
　任意選択的に、第１のアップリンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小
さくない場合、ネットワーク側デバイスは既存の伝送ポリシに従って伝送を実行してよい
。この実施形態において、詳細は再度記載しない。
【０１１４】
　段階４０５．適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータを伝送する。
【０１１５】
　適応伝送ポリシが複数の実現方式を含み得るため、それに対応して、この段階は以下の
可能な実装を含み得る。
【０１１６】
　適応伝送ポリシがアップリンク肯定応答データパケットのターゲットデータパケットフ
ォーマット及び／又はアップリンク肯定応答データパケットの送信機会を含む場合、ター
ゲットデータパケットフォーマット及び／又は送信機会が端末に送信され、ターゲットデ
ータパケットフォーマット及び／又は送信機会に基づいて端末が送信したアップリンク肯
定応答データパケットが受信される。
【０１１７】
　任意選択的に、端末がターゲットデータパケットフォーマットを受信する場合、端末が
アップリンク肯定応答データパケットを送信する必要がある場合、端末は、ターゲットデ
ータパケットフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットをネットワーク
側デバイスに送信してよい。例えば、ターゲットデータパケットフォーマットがＴＣＰ　
ＡＣＫである場合、アップリンク肯定応答データパケットが送信される必要があるとき、
端末は、ＴＣＰ　ＡＣＫフォーマットにおけるアップリンク肯定応答データパケットをネ
ットワーク側デバイスに送信してよい。端末が送信機会を受信する場合、端末は、送信機
会が到達した場合にアップリンク肯定応答データパケットをネットワーク側デバイスに送
信してよい。例えば、４つのダウンリンクデータパケットが受信されるとき、送信機会が
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ネットワーク側デバイスにアップリンク肯定応答データパケットを返す場合、端末は、端
末が４つのダウンリンクデータパケットを受信する度毎に、アップリンク肯定応答データ
パケットをネットワーク側デバイスに返してよい。
【０１１８】
　適応伝送ポリシが第１の命令情報を含む場合、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ
メカニズムが有効にされる。第１の命令情報は、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣ
メカニズムを有効にするように命令するために用いられる。
【０１１９】
　適応伝送ポリシが第１のサイズを含む場合、ダウンリンクデータ伝送に対するＦＥＣメ
カニズムが有効にされ、ダウンリンクデータパケットは第１のサイズに基づいて端末に送
信される。第１のサイズは、ネットワーク側デバイスにより生成され、ダウンリンクデー
タ伝送に用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【０１２０】
　適応伝送ポリシが第２のサイズを含む場合、ダウンリンクデータパケットは第２のサイ
ズに基づいて端末に送信される。第２のサイズは、ネットワーク側デバイスにより生成さ
れ、ダウンリンクデータ伝送に用いられるＦＥＣ　ｇｒｏｕｐのサイズである。
【０１２１】
　段階４０４及び段階４０５は、ネットワーク側デバイスにおけるトランスポート層又は
物理層により実装されてよい。この実施形態はこれを限定しない。
【０１２２】
　結論として、この実施形態において提供される適応伝送方法によると、第１のアップリ
ンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合に適応伝送ポリシが決定
され、データは適応伝送ポリシによりピアエンドに伝送されることで、関連技術において
アップリンク伝送レートが比較的低いためダウンリンクスループットが比較的低いという
問題は解消され、アップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減させることにより
、送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットを送信するために用いられ
る時間が低減し得る。それにより、第１のアップリンク伝送レートが比較的低い場合の正
常なアップリンク伝送を保証し、ダウンリンクスループットを改善する。
【０１２３】
　ネットワーク側デバイスが端末にダウンリンクデータパケットを送信し、端末がアップ
リンク肯定応答データパケットをフィードバックするシナリオに、上述の方法が適用され
る一例のみが、上述の実施形態を説明するために用いられる。実際の実装の間、端末がア
ップリンクデータパケットをネットワーク側デバイスに送信し、ネットワーク側デバイス
がダウンリンク肯定応答データパケットをフィードバックするシナリオに本方法が適用さ
れてもよい。この場合、方法は以下の段階を含んでよい。
【０１２４】
　１．ネットワーク側デバイスの第１のダウンリンク伝送レート及び第２のダウンリンク
伝送レートを取得する。第１のダウンリンク伝送レートは利用可能なダウンリンク伝送レ
ートであり、第２のダウンリンク伝送レートは、サービスのアップリンクデータパケット
が伝送されるアップリンク伝送レートをサポートするために必要とされるダウンリンク伝
送レートである。
【０１２５】
　２．第１のダウンリンク伝送レートが第２のダウンリンク伝送レートより小さい場合、
適応伝送ポリシを決定する。適応伝送ポリシが、単位期間内に送信されるダウンリンク肯
定応答データパケットのサイズを低減するようにネットワーク側デバイスに命令するため
に用いられることで、サービスのダウンリンク肯定応答データパケットが第１のダウンリ
ンク伝送レート以下のレートで伝送される場合、サービスのアップリンクデータパケット
はアップリンク伝送レート以上のレートで伝送され得る。
【０１２６】
　３．適応伝送ポリシに従ってピアエンドにデータを伝送する。
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【０１２７】
　段階の実装詳細は、図２及び図３に対応する実施形態の実装詳細と同様である。この実
施形態において、詳細は再度記載しない。
【０１２８】
　図５は、本願の一例の実施形態に係る適応伝送装置の概略構造図である。適応伝送装置
は、図１に示されるモバイル通信システムの端末１１０であってよく、又は図１に示され
るネットワーク側デバイス１２０であってよい。適応伝送装置はプロセッサ５１、受信機
５２、送信機５３、メモリ５４、及びバス５５を含む。
【０１２９】
　プロセッサ５１は、１つ又はより多くの処理コアを含み、プロセッサ５１は、ソフトウ
ェアプログラム及びモジュールを動作させて、さまざまな機能アプリケーションを実行し
情報を処理する。
【０１３０】
　受信機５２及び送信機５３は、通信コンポーネントとして実装されてよい。通信コンポ
ーネントは、通信チップであってよい。通信チップは、受信モジュール、伝送モジュール
、変調及び復調モジュールなどを含んでよく、無線信号を用いて情報を変調及び／又は復
調し、情報を受信又は送信するように構成されている。
【０１３１】
　メモリ５４は、バス５５を用いることにより、プロセッサ５１に接続されている。
【０１３２】
　メモリ５４は主に、プログラム記憶領域およびデータ記憶領域を含み得る。プログラム
記憶領域は、オペレーションシステム５４１、取得モジュール５４２、決定モジュール５
４３、伝送モジュール５４４、及び少なくとも１つの他の機能により必要とされるアプリ
ケーションプログラム５４５などを記憶してよい。データ記憶領域は、信号受信端の使用
に基づいて形成されるデータなどを記憶してよい。加えて、メモリ５４は、任意のタイプ
の揮発性又は不揮発性記憶デバイス、又はこれらの組み合わせにより実装されてよい。
【０１３３】
　プロセッサ５１は、上述の方法の実施形態における関連する取得段階を実装するための
取得モジュール５４２の機能を実行するように構成されている。プロセッサ５１は、上述
の方法の実施形態における関連する決定段階を実装するための決定モジュール５４３の機
能を実行するように構成されている。プロセッサ５１は、上述の方法の実施形態における
関連する伝送段階を実装するための伝送モジュール５４４の機能を実行するように構成さ
れている。
【０１３４】
　加えて、メモリ５４は、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気消去
可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブルリー
ドオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブルリードオンリメモリ（ＰＲＯＭ）、リー
ドオンリメモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又は光ディ
スクのような、任意のタイプの揮発性又は不揮発性記憶デバイス、又はこれらの組み合わ
せにより実装されてよい。
【０１３５】
　図６は、本発明の実施形態に係る適応伝送装置の概略構造図である。図６に示されるよ
うに、適応伝送装置は取得ユニット６１０、決定ユニット６２０、及び伝送ユニット６３
０を含んでよい。
【０１３６】
　適応伝送装置が端末に適用される場合、ユニットの機能は以下の通りである。
【０１３７】
　取得ユニット６１０は、上述の実施形態における段階２０１から段階２０３を実行する
ように構成されている。
【０１３８】
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　決定ユニット６２０は、上述の実施形態における段階２０４を実行するように構成され
ている。
【０１３９】
　伝送ユニット６３０は、上述の実施形態における段階２０５を実行するように構成され
ている。
【０１４０】
　適応伝送装置がネットワーク側デバイスに適用される場合、ユニットの機能は以下の通
りである。
【０１４１】
　取得ユニット６１０は、上述の実施形態における段階４０１から段階４０３を実行する
ように構成されている。
【０１４２】
　決定ユニット６２０は、上述の実施形態における段階４０４を実行するように構成され
ている。
【０１４３】
　伝送ユニット６３０は、上述の実施形態における段階４０５を実行するように構成され
ている。
【０１４４】
　結論として、この実施形態において提供される適応伝送方法によると、第１のアップリ
ンク伝送レートが第２のアップリンク伝送レートより小さい場合に適応伝送ポリシが決定
され、データは適応伝送ポリシによりピアエンドに伝送されることで、関連技術において
アップリンク伝送レートが比較的低いためダウンリンクスループットが比較的低いという
問題は解消され、アップリンク肯定応答データパケットのサイズを低減させることにより
、送信される必要があるアップリンク肯定応答データパケットを送信するために用いられ
る時間が低減し得る。それにより、第１のアップリンク伝送レートが比較的低い場合の正
常なアップリンク伝送を保証し、ダウンリンクスループットを改善する。
【０１４５】
　当業者であれば、本明細書において開示された実施形態で説明された例と組み合わせて
、各ユニット及び各アルゴリズムステップが、電子ハードウェア又はコンピュータソフト
ウェアと電子ハードウェアとの組み合わせによって実装され得ることを認識するであろう
。機能がハードウェアによって実行されるか、又は、ソフトウェアによって実行されるか
は、技術的解決手段の特定の適用および設計の制約に依存する。
【０１４６】
　説明を容易且つ簡潔にするために、上述した装置及びユニットの詳細な作業プロセスに
ついては、上述の方法の実施形態における対応するプロセスを参照することを当業者は明
確に理解できるであろう。詳細はここで再度記載しない。
【０１４７】
　本願において提供される実施形態において、開示された装置および方法は他の方式で実
装され得ることを理解されたい。例えば、説明された装置の実施形態は、一例に過ぎない
。例えば、ユニットの分割は、論理的な機能の分割に過ぎないことがあり得て、実際の実
装においては、他の分割があり得る。例えば、複数のユニット又はコンポーネントが組み
合わされても、又は別のシステムに統合されてもよく、あるいは一部の機能が無視されて
もまたは実行されなくてもよい。
【０１４８】
　別個の部分として説明されたユニットは、物理的に分かれていてもいなくてもよく、ユ
ニットとして表示された部分が物理的ユニットであってもなくてもよく、１か所に位置し
てもよく、または複数のネットワークユニットに分散されてもよい。これらのユニットの
一部またはすべてが、実際の要件に基づいて選択され、実施形態の解決手段の目的を達成
してよい。
【０１４９】
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　上述の説明は本願の特定の実装に過ぎず、本願の保護範囲を限定することは意図されて
いない。本願で開示される技術的範囲内で当業者が容易に理解するいずれの変更又は置換
も、本願の保護範囲に含まれるものとする。したがって、本願の保護範囲は、請求項の保
護範囲の対象になるものとする。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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